
（別紙） 
排出ガス対策型建設機械表示ラベルの管理等に関する公募について 

 
 
１．目的  

「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成１８年国土交通省告示第３
４８号）、「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成１８年３月１７日国土交通省
大臣官房技術審議官通達）及び「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成３年１０月８
日国土交通省大臣官房技術審議官通達）で定める表示ラベルについて、適正に管理する
団体を募集し審査を行い、実施団体を決定します。 

 
２．公募要件 
 以下のすべての要件を満たしていること。 
  

①本制度の趣旨（効率的な社会資本整備）に資することを活動目的とした公正中立な非
営利団体であること。 

  

②排出ガス対策の推進のためには、多様な主体の参画が必要であることから、建設機械
メーカーのみならず、建設機械ユーザー（建設業者、レンタル業者）への啓発活動が
十分に行える体制が整っていること（会員会社への周知等）。 

  

③表示ラベルの適正な運用・管理を行えること（具体的には、以下のすべての要件を満
たしていること）。 

 Ⅰ 商標権の登録、維持を適切に行う体制を有していること。 
 Ⅱ 公正使用を確認することができる技術的な体制（排出ガス対策型建設機械指定要

領の評定機関に関わる運用（平成１３年３月３０日総合政策局建設施工企画課長通
達）第４第２項に規定する通知を受けた者）を有していること。 

 Ⅲ 原則として公正使用を目的とした第三者の商標の使用を認めること。 
 Ⅳ 不正使用であると国が判断する第三者による商標権の侵害を国と協力して排除す

ること。 
 Ⅴ 商標権の維持、継続に努めること。 
 Ⅵ 商標登録に関する費用については、全額負担すること。 
 

３．公募期間 
公募期間は、平成１８年７月６日から平成１８年７月１３日（当日消印有効）としま

す。 
 
４．応募方法 
 申請書（様式）に必要事項を記入の上、国土交通省総合政策局建設施工企画課へ郵送
又は持参して下さい。 

 
５．今後の予定 
① 公募締め切り後、国土交通省総合政策局建設施工企画課において早急に審査を行い、
実施団体を決定します（提出された書類の内容等について、必要に応じヒアリングを
行い審査させて頂きます。）。 

② 選定された実施団体については、決定後速やかに国土交通省ホームページで公表し
ます。 

③ 実施団体においては、国と実施団体との間で協定の締結等を行った上で、申請書で
提出のあった体制・取り組み方針等に従い、表示ラベルの管理等を行って頂きます。 

 
 ６．提出先、問い合わせ先 
  本件に関する問い合わせ先及び応募書類の送付先は、下記のとおりです。 
   〒１００－８９１８ 東京都千代田区霞が関２－１－３ 
    国土交通省総合政策局建設施工企画課 施工環境係 
     電話番号：０３－５２５３－８１１１（内線２４９２３） 



様式 

排出ガス対策型建設機械表示ラベルの管理等に関する公募 申請書 
  

団体名： 
所在地： 
〒 
代表者名： 
（連絡先担当者名） 
ＴＥＬ： 
E-mail： 

（以下、各項目について、公募要件を満たしていることが判るよう記載すること） 
①本制度の趣旨（効率的な社会資本整備）に資することを活動目的とした公正中立な非
営利団体であること。 

  
＜申請団体の活動目的等を記載＞  

 
②排出ガス対策の推進のためには、多様な主体の参画が必要であることから、建設機械
メーカーのみならず、建設機械ユーザー（建設業者、レンタル業者）への啓発活動が
十分に行える体制が整っていること（会員会社への周知等）。 

 
＜啓発活動の体制等を記載＞ 
 
③表示ラベルの適正な運用・管理を行えること（具体的には、以下のすべての要件を満
たしていること）。 

Ⅰ 商標権の登録、維持を適切に行う体制を有していること。 
 
＜商標権の登録、維持を行う体制等を記載＞ 
 
Ⅱ 公正使用を確認することができる技術的な体制（排出ガス対策型建設機械指定要領

の評定機関に関わる運用（平成１３年３月３０日総合政策局建設施工企画課長通達）
第４第２項に規定する通知を受けた者）を有していること。 

 
＜上記に該当することについて記載＞ 
 
Ⅲ 原則として公正使用を目的とした第三者の商標の使用を認めること。 
 
＜第三者の商標の使用に対する考え方を記載＞ 
 
Ⅳ 不正使用であると国が判断する第三者による商標権の侵害を国と協力して排除す
ること。 
 
＜第三者による商標権の侵害に対する取り組み方針を記載＞ 
 
Ⅴ 商標権の維持、継続に努めること。 
 
＜商標権の維持、継続に対する考え方を記載＞ 
 
Ⅵ 商標登録に関する費用については、全額負担すること。 
 
＜商標登録に関する費用負担の考え方を記載＞ 
 

 


